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Ⅰ はじめに 

 

 子どもを取り巻く環境が著しく変化する中で、近年の子どもたちは基本的な生活習慣が

身に付いていない、他者とのかかわりが苦手である、規範意識が十分育っていないなどの

課題が指摘され、様々な分野で取組が進められている。 

 これらに加えて、毎日の食を大切にする心の育成が課題として指摘され、子どものうち

から生涯にわたって基本となる食生活習慣と食に関する正しい知識とを身に付けさせるこ

とが求められている。 

 八王子市教育委員会は、食育基本法に基づいて、子どもたちが豊かな人間性を育み、生

きる力を身に付けていくために、食育を、生きるうえでの基本であって、知育、徳育及び

体育の基礎となるべきものと位置付けて、本市の未来を担う子どもたちが、健康で、自立

した社会人として生きていくことができるよう、食育を推進する。 

 
Ⅱ 食育基本法の成立 

 

近年の食に関する課題として、脂肪摂取の過多や朝食の欠食の習慣化、食習慣がもたら

す生活習慣病の増加などが挙げられている。更に、食の安全性への不信や食料廃棄の問題、

食料自給率の低下など、食料の根幹に関する課題も指摘されている。 

そして、子どもたちに対しては、家庭における食に関する知識・マナー・調理技術など

の継承が難しくなり、家族のライフスタイルの多様化や調理が簡単で便利な食品が増えた

ことなどで、保護者が子どもの食生活を把握・管理することも困難な状況にある。 

 このような食をめぐる社会状況の中で、食育基本法は、未来を担う子どもたちにとって

「食育」を生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものとして

位置付け、国民が子どものころから生涯にわたって食に関する知識と食を選択する力を育

て、健全な食生活を実現していくことを期待して、平成１７年６月１０日に成立、同年 

７月１５日に施行された。 

 

Ⅲ 食に関する子どもたちの現状 

 

 子どもたちの食に関する様々なアンケート調査によると、大人たちの朝食の欠食率と肥

満・痩身傾向の出現率の増加に同様の結果が見られる。 

 

・ 学年が上がるに従い食べ物の好き嫌いが、小学１年生１３．５％から中学３年生 

２４．２％に増加している。（ｐ１５ 図表１） 

・ 朝食を食べない子どもが、時々食べないを含めて 14.9％～24.4％いる。（ｐ１５  

図表２） 

・ 朝食を子どもだけで食べる小学１～３年生が、平成５年に比べて平成１７年は、13.5

ポイント増えている。（ｐ１６ 図表３） 
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・ 肥満・痩身傾向の出現率が、５年ごとの比率で０．２から０．５ポイント増えている。 

（ｐ１６、ｐ１７ 図表４－１～３） 

・ 健康と生活習慣についての関係を知らない子どもが、２４％いる。（ｐ１８ 図表５） 

・ ファーストフードをよく買う子どもが、１０％いる。（ｐ１８ 図表６） 

・ 朝食を食べない子どもたちの学力調査における平均正答率が、朝食を食べる子どもた

ちより１１～１７％低い。（ｐ１８、ｐ１９ 図表７－１～２） 

 

これらは、保護者の仕事の時間、児童・生徒のクラブ活動・部活動への参加、塾や稽古

事等との関連があると考えても、子どもたちの現状として好ましくない数値が示されてい

る。 

 食べ物の好き嫌いの改善、朝食を家族と一緒に食べる習慣の定着などは、保護者と子ど

もの関係において家庭で身に付ける食習慣の問題である。子どもたちは、学齢が上がるに

つれて食の習慣が乱れ、食への正しい理解の低下が数字の上でも示されている。 

 

 一方で、 

・ 家庭で栄養バランスに気を付けて食事をとることを実践している人は、８４．７％で

ある。(ｐ１９ 図表８) 

・ 食事のマナーで「いただきます」「ごちそうさま」のあいさつをしている成人は、８３％

である。（ｐ１９ 図表９） 

・ 居住地域の郷土料理や伝統食について１種類以上知っている人は、７１．３％である。 

（ｐ２０ 図表 10） 

 

といった調査結果もあり、子どもの食についての現状は、子どもだけに起因していないこ

とも多く、保護者をはじめとする大人を含めて社会全般で考えなければならない状況にあ

る。 

 

 

Ⅳ 学校における食育 

  

１ 食育の必要性 

 食の習慣や意識の習得は、本来は家庭や社会が担うべきものであるが、社会全般の傾向

として、食に関する意識や習慣が子ども・家庭・社会のいずれにおいても薄らいでいる現

状があり、将来を担う子どもたちは、その影響を受けると考えられる。 

 学齢期の子どもたちは、個々の心身の健全な成長や基本的な食習慣が形成される重要な

時期にあることから、食に関する意識や習慣の定着を図るため、食育の基礎を学ぶ必要が

ある。家庭や社会で、十分に食に関する意識や習慣の定着を図ることが難しくなっている

とするならば、学校における食育の重要性は必然的に高まる。 

学校では、次のことに留意して改善を図っていく。 
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（１） 食育は家庭が重要な役割を果たす 

 食の習慣の獲得は、乳幼児期から学齢期にかけて学校、家庭において計画的に取り組む

ことが重要となる。社会に出た後は、学齢期までの食の習慣を基に、さらに豊かな食生活

を身に付けることが大切である。 

 具体的な内容としては、食にかかわる習慣や文化・食事マナー・食事を整える行為及び

感謝の心・季節の食材等について理解及び実践的な取組を挙げることができる。 

 食の習慣は毎日の食卓を囲んで伝えられ、引き継がれていくことを一人ひとりが理解す

ることが基本となる。そのため、学校においては、子どもたちの成長過程に応じて家庭の

果たす役割が重要であることを保護者に対して啓発するよう努めなければならない。 

 

（２） 学校や家庭での食事は会話を豊かにし、家族や友人との絆を強める 

 世帯構造の年次推移（ｐ２０ 図表１１）や保護者の仕事の時間帯（ｐ２１ 図表１２）、

子どもたちの生活時間の多様化等により（ｐ２１，２２ 図表１３－１～２）、家庭におけ

る食事による団らんの機会の確保が困難な状況がある。（ｐ２２ 図表１４）そのため、学

校では、給食の時間だけでなく、体験的な食事に関する時間を設定するなどして、食事に

おける団らん（交流）を体得する場とするとともに、家庭においても食事における団らん

の機会を確保するよう促す。 
 
（３） 社会の変化への適切な対応が必要である 
 食に関する子どもたちの現状や子どもを取り巻く状況から、食にかかわる社会の変化は

著しく、食生活は豊かになっている一方で生活習慣病の増加（ｐ２３ 図表１５－１～２）、

食料自給率の低下（ｐ２４ 図表１６）、食品の安全性が（ｐ２４ グラフ１７－１～２）、

課題となっている。 
食材の大部分を海外に依存している現状がある中で、子どもたちは農林水産物の生産や

食品の製造・流通の理解を体験活動を通して確かなものとする必要がある。 
 また、食品添加物や農薬、遺伝子組み換え食品等の安全性に関しては、生産者・製造者・

消費者それぞれの高い判断、認識が求められ、食品廃棄物の抑制や再生処理等の環境に関

する事項についての理解も必要となる。 
 
２ 目標及び基本方針の設定 
 学校における食育の目標及び食育推進の基本方針は、各学校に任されるが、目標の設定

及び基本方針の設定に当たっての視点を食育基本法に基づいて示す。 
（１）目標設定に当たっての視点 

① 食事の重要性、食事の喜び・楽しさの理解 
② 望ましい栄養や食事のとり方の理解と管理能力 
③ 食物の品質及び安全性等について判断できる能力 
④ 食物を大事にし、食物の生産等にかかわる人々へ感謝する心 
⑤ 食生活のマナーや食事を通じた人間関係形成能力 
⑥ 地域の産物、食文化や食にかかわる歴史等の理解と尊重する心 
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（２）基本方針策定に当たっての視点 
① 全教職員による食育についての共通理解と指導体制の整備 
② 学校教育活動全体を通しての指導を示す全体計画の作成 
③ 家庭及び地域との連携 
 

３ 食育推進のための指導体制 

学校において食育を推進していくためには、その取組を家庭や地域に広く公開していく

ことが求められる。そのためには学校の全体計画の下、計画的に推進していくための指導

体制が必要となる。 
各学校は、食育を教育活動全体で取り組むため、食育を推進する校内体制を整備し、組

織的に対応していく。 
 
（１） 校内体制 

 ① 食育リーダーの選任 → 食育リーダーは、学校で組織的な推進を図るため、食に

関する指導の全体計画作成や授業改善の助言、家庭や地

域との連携におけるコーディネーター機能、各家庭への

情報発信等、食育を推進するための役割を担う。 

② 食育推進のための組織づくり → 学校は、食育を所管する分掌（例：保健部等）      
を明確にする。 
食育リーダーを中心に、主幹教諭、保健主任等と、学校

栄養職員、調理員、家庭科教諭、養護教諭等の高い専門

性をもつ教職員で編成する。学校における食育は学級担

任や教科担任による各教科の授業実践が中心となるた

め全体計画に沿って食に関する指導が円滑に行われる

よう、学校内外において連絡・調整を図り、その支援に

努める。 
学校においては食育の目標について、全教職員で共通理解を図った上で教育課程に位置

付けて、９年間を見通した小中一貫教育において意図的・計画的に対応していくことが必

要となる。また、内外の人材の有効活用を図りながら各校において特色ある教育活動とし

て地域に根ざした食育を推進する。そのために、次の４点を示す。 
① 小中一貫教育において９年間の系統性をもって食育を推進する。 
② 校長のリーダーシップの下、教職員が目標を共通理解し、給食の時間だけでなく関連

教科等に幅広くかかわり、指導体制の整備も含めて食に関する指導を実施する。 
③ 学校栄養職員の専門性を生かし、教科・領域等における指導と関連付けて、 学級担任、
養護教諭等と連携して実施する。また、学校栄養職員が配置されていない学校において

は、養護教諭や家庭科教諭等、食について高い専門性をもつ教職員の活用を図る。 

④ 家庭及び地域と連携の体制を築き、食に関する指導の充実を図る。食育の目標を実現

させるためには、親子料理体験活動等、学校・家庭・地域が互いに連携・協力して取

り組む必要がある。 
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（２） 人材育成 

 

① 食育を推進する｢食育リーダー｣の育成 

→  食育リーダー養成研修を八王子市教育委員会で開催する。 

② 教職員の意識啓発 

→ 食に関する校内研修会を実施する。 

食に関する現状への正しい認識と、食育の必要性の理解促進を図り、食に関する指

導の実践的な指導力を高める。 

③ 校内研修の充実 

 → 小中一貫教育における食育の推進について小中連携した校内研修の充実を図る。 

④ 情報提供 

 → 教育委員会より食に関する指導資料や指導事例を各校へ資料提供する。また、各学

校において食に関する指導の取組をホームページ等で発信する。 

 

４ 食育に関するカリキュラムの作成   

 食育は、食育基本法に示されたように、知育・徳育及び体育の基礎と位置付けられる。 

健全な食生活を実践できる人間を育成するため、「食」に関する知識と「食」を選択する

能力を習得し、学校教育活動全体を通して指導することが求められる。 

学校の教育課程の編成では、９年間の小中一貫教育による食育の系統性が必要となる。

各教科等において年間指導計画の作成により、児童・生徒がどのような活動を行い、どの

ような力を身に付けるか見通しをもち、目指す児童・生徒像を明確にする。また、八王子

にふさわしい教材の開発を推進していく。 

食育にかかわるカリキュラムの作成については、これらに準じて作成する。実施時期や

実施時数については、各学校の裁量に任せられる。 

 

（１）食育全体計画  

 食育基本法では、国や地方公共団体は学校の食育推進のための指針の作成支援や必要な

施策を講ずるものとされている。学校はそれらを待つまでもなく学校が担う食育の必要性

に鑑み、目標及び基本方針の観点やカリキュラム等について検討し、学校として「食育全

体計画」を作成する必要がある。 
 八王子市としてはすでに、各学校において「食育全体計画」を作成している。その作成

にあたっては、各学年や各教科等における食に関する指導内容や形態を系統的に整理する

とともに、全教職員及び保護者・地域との連携協力を図る体制を整えることにも留意する。 
 次に、小学校・中学校それぞれの食育全体計画の例及び様式を示す。 
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①小学校における食に関する指導の全体計画（記入例） 
 

教
科
と
の
関
連 

  第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 

社会   

・調べよう物をつくる仕事 

 （地域の産業） 

・見直そうわたしたちのくらし 

 （消費生活） 

・健康なくらしとまちづく

り 

 （飲料水・電気・水道）

（廃棄物の処理） 

・昔のくらしとまちづくり 

 （生活の変化、道具） 

・わたしたちの東京のま

ちづくり （特色ある地域の

人々） 

・食料生産を支える人々  

 （我が国の農業や水産業） 

・住みよいくらしと環境 

 （国土の自然・国土の環境） 

・大昔の暮らしをのぞこう 

 （農耕の始まり、大陸文化の摂取） 

・戦争から平和への歩みを見直そ

う  

 （文明開化） 

・世界の人々とのつながりを広げよ

う 

 （戦後の変化、国民生活の向上） 

理科   
・植物を育てよう 

 （生物とその環境、植物の育ち方）

・季節と生き物 

 （生物とその環境、植物の

成長と季節） 

・受けつがれる生命 

 （生物とその環境、種子と発芽） 

・生きていくための体の仕組み 

 （生物とその環境、消化・吸収） 

・日光と植物 ・生き物どうしの 

かかわり   （光合成） 

・生き物と環境 

 （食べ物、水、空気） 

生活 

・みんなでいこう 

（学校の施設、学校生活

を支えている人々を知る） 

・みんなだいすき 

（人とのかかわりを知り、

自分の役割を果たす） 

・やさいをそだてよう 

（季節の変化、植物の成長の

様子に関心をもつ） 
  

家庭   

・見つめよう！家庭生活  

 （家庭生活の大切さ） 

・料理ってたのしいね！おい

しいね！（調理の基礎的な技能） 

・見直そう！毎日の食事 

（食品の栄養・組み合わせ） 

・まかせてね！きょうのごはん

（一食分の食事（献立）を考える）

体育     
・毎日の生活と健康 

 （健康によい生活の仕方） 

・育ちゆく体とわたし 

 （発育に必要な調和のとれ

た食事） 

・心の健康 

 （心と体は密接に関係しているこ

と） 

・病気の予防 

 （生活習慣病の予防、栄養の偏りのな

い食事） 

道徳 

１ 主として自分自身に関すること（低）（中）（高）１－（１）、 

２ 主として他の人とのかかわりに関すること（低）（中）２－（１）（４）（高）２－（１）（５）、 

３ 主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること（低）（中）（高）３－（１）（２）、 

４ 主として集団や社会とのかかわりに関すること（低）４－（２）（４）（中）４－（２）（３）（５）（６）（高）４－（２）（４）（５）（７）（８） 

総合的な

学習の時

間 

  
・環境       ・地域      ・福祉       

・健康      ・国際理解 

上記教科等以外 

の教材の工夫 
○「食」に関する内容のポスター等を日常的に掲示。  ○日常的な生活指導における「食」に関する指導。  など 

  春 夏 秋 冬 

特
別
活
動 
学級

活動 
・給食の約束  
・歯の健康 

・夏の健康な生活 
・運動と健康  
･朝ごはんを食べよう 

・健康な生活習慣 
・食べ物の３つの働き  
・冬の健康な生活 

・かぜの予防  
･家族と食べよう 
・心と体の成長をふりかえろう 
 

学校

行事 
・健康診断  
・遠足、運動会 

・校外学習、宿泊学習 
・夏休み 

・学習発表会 
 ・冬休み 

・修了式、卒業式  
・春休み 
 

児童会

活動 

・１年生を迎える会 
 ・給食委員会 
 （ランチルーム装飾） 

・夏の集会  
・給食委員会 
 （エプロンの汚れ、手洗い実験） 

・秋の集会 
・給食委員会  
 （給食週間にむけて） 

・６年生を送る会  
・給食委員会  
（かぜ予防のポスター） 

クラブ活

動 
・料理クラブ 

給食指導 

（低） 
・給食を知ろう  

・仲良く食べよう 
（低） 

・食べ物の名前を知ろう 

・好き嫌いせず楽しく食べよう 
（低）

・食べ物に関心をもとう  

・食べ物を大切にしよう 
（低） 

・いろいろな食べ物の名前がわかったか

ふりかえろう  

・給食の反省をしよう 

（中） 
・食品について知ろう 

・きまりを覚えよう 
（中） 

・食べ物の働きについて知ろう

・好き嫌いせず楽しく食べよう 
（中）

・食べ物の３つの働きについて

知ろう  

・食べ物を大切にしよう 

（中） 
・食べ方をふりかえろう  

・給食の反省をしよう 

（高） 
・食品や献立について知ろう 

・楽しい給食時間にしよう 
（高） 

・食べ物の働きを知ろう 

・食事の環境について考えよう
（高）

・食べ物と健康について知ろう 

・感謝して食べよう 
（高） 

・食生活を見直そう  

・１年間の給食をふりかえろう 

リザーブ給食  

（丈夫な歯をつくろう） 

リザーブ給食  

（主食の大切さを考えよう） 

リザーブ給食  

（秋を味わおう） 

バイキング給食 

 （学年に応じた内容） 

旬の食材、行事食、郷土食、世界の料理などを取り入れる、ランチルームの活用（学年交流、招待給食） 
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社会

理科

生活

家庭

体育

学級活動

学校行事

児童会活動

クラブ活動

（低） （低） （低） （低）

（中） （中） （中） （中）

（高） （高） （高） （高）

八王子市立　　　　　　　小学校

春 夏 秋 冬

総合的な学習
の時間

道徳

特
別
活
動

教
科
と
の
関
連

給食指導

第５学年 第６学年

個別指導

家庭・地域との
連携

第１学年 第２学年 第３学年 第４学年

平成21年度　　小学校における食に関する指導の全体計画

学校教育目標

　　　　　　　　　　　　　　　健康教育目標

○
○
○

低学年：
中学年：
高学年：

児童の実態 ・学習指導要領
・食育基本法
・八王子市教育委員会の基本方針
　「あふれる元気」＜健康な心身・活力＞
　　　心身ともに健康で、生き生きとした人
　「かがやく心」＜豊かな知性と感性・個性＞
　　　自ら学び考え、知性と感性を高めようとする人
　「仲間とともに」＜協調性・社会性＞
　　　互いの人格を尊重し、思いやりと規範意識の
　　　ある人
　「はばたけ未来へ」＜意欲・積極性＞
　　　積極的に自分を高め、社会の向上に貢献しようと
　　　する人

食に関する指導目標

目指す児童像

中学校との連携に関する方針
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②中学校における食に関する指導の全体計画（記入例） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教
科
と
の
関
連 

  第１学年 第２学年 第３学年 

社会 
世界と比べてみた日本 

 （我が国の国土の地域的特色、地理的な見方） 
  

わたしたちの暮らしと経済 

（日本史、農業の発達、文化の伝来、産業、生活の向上） 

理科 
植物の生活とからだのしくみ 

（生物と生物現象） 

動物のからだとはたらき 

（生物と生物現象） （生物の細胞と生殖） 

自然と人間 

（生命尊重、自然環境保護） 

技術・
家庭 

わたしたちの食生活 

（生活の中で食事が果たす役割、健康と食事のかかわり） 

わたしたちの食品の選択と調理 

（栄養素の種類と働き、中学生の時期の栄養の特徴） 

わたしたちのより豊かな食生活 

（健康と食事のかかわり、食品の栄養的特質） 

郷土の調理 

（自分の食生活、日常食や地域の食材を活かした調理の工夫） 

ともに生きるわたしたち 

幼児のおやつを工夫しよう 

（幼児の遊びや食生活、必要な栄養素・食事量） 

保健体
育 

心の健康 

（心と体は密接な関係にあること、生活を明るく健全にする態度） 
  

健康な生活と病気の予防 

（生活環境に応じた食指、調和のとれた生活、食事の量や質） 

道徳 

１ 主として自分自身に関すること（１）、 

２ 主として他の人とのかかわりに関すること（１）（２）、 

３ 主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること（１）（２）、 

４ 主として集団や社会とのかかわりに関すること（５）（６）（８）（９）（１０） 

総合的な
学習の時
間 

食生活を考えよう（文科省教材活用） 職場体験 
賢い消費者になろう  

生産者との交流を通して 

特
別
活
動 

学級活
動 

１学期 ２学期 ３学期 

○食に関する指導 

  ・給食のきまり 

  ・朝食の大切さを知ろう 

  ・夏の健康と食生活 

○食に関する指導  

 ・年末年始の食事  

 ・栄養バランスを考えてみよう 

○食に関する指導  

 ・かぜの予防と食生活 

 ・１年間の給食活動の反省  

 ・食生活を見直してみよう 

学校行
事 

健康診断  

体育祭  

移動教室 

授業参観  

社会科見学 

研究発表会  

職場体験  

卒業式 

生徒会活動 

保健委員会 
    ・各月の昼食指導目標に合わせた活動     ・保健委員会だよりの発行 

給
食
指
導 

給
食
指
導
目
標

 

４月 
・食事のマナーを守り、協力して 

楽しい食事にしよう。 
８月

・自分の食生活をふり返る 

よい機会にしよう。 
１２月

・冬の食生活と健康について 

考えよう。 

５月 
・食事にふさわしい 

環境づくりをしよう。 
９月

・バランスのとれた食事について 

考えよう。 
１月 ・食生活に関心をもとう。 

６月 
・衛生に気をつけて食事を しよう。 

 （手洗いの励行、清潔な身支度等） 
１０月

・運動と栄養の関連について 

理解しよう。 
２月

・健康づくりを考え、食生活を 

見直そう。 

７月 
・夏の食生活と健康について 

考えよう。 
１１月 ・感謝して食事をしよう。 ３月

・楽しい雰囲気で好き嫌いせず、 

  おいしく食べよう。 

・食生活の反省をしよう。 

生活指導 
との関連 

・ 学校生活のきまり 

・ 夏休みの生活 
・ 冬休みの生活 ・ １年間の生活の反省 
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社会

理科

技術・家庭

保健体育

学校行事

生徒会活
動

保健委員

４月 ８月 １２月

５月 ９月 １月

６月 １０月 ２月

７月 １１月 ３月

八王子市立　　　　　　　中学校

１学期

教
科
と
の
関
連

第３学年

総合的な学習
の時間

道徳

個別指導

給
食
指
導

給
食
指
導
目
標

生活指導との
関連

家庭・地域との
連携

平成21年度　　中学校における食に関する指導の全体計画

第１学年 第２学年

特
別
活
動

学級活動

２学期 ３学期

学校教育目標

　　　　　　　　　　　　　　　健康教育目標

○
○
○

・
・
・

生徒の実態 ・学習指導要領
・食育基本法
・八王子市教育委員会の基本方針
　「あふれる元気」＜健康な心身・活力＞
　　　心身ともに健康で、生き生きとした人
　「かがやく心」＜豊かな知性と感性・個性＞
　　　自ら学び考え、知性と感性を高めようとする人
　「仲間とともに」＜協調性・社会性＞
　　　互いの人格を尊重し、思いやりと規範意識の
　　　ある人
　「はばたけ未来へ」＜意欲・積極性＞
　　　積極的に自分を高め、社会の向上に貢献しようと
　　　する人

食に関する指導目標

目指す生徒像

小学校との連携に関する方
針
○
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（２）年間指導計画 

食育年間指導計画として小学校・中学校の９年間を見通した「教科・領域等における食 

に関する指導」「給食指導」をより具体的なものとして例示する。 

 

 

 教科・領域等における食に関する指導年間指導計画
指導のねらい ４月 ５月 ６月 ７月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 備考

１
年

生活
「さあ　がっ
こうたんけん
だ」
＜社・感＞

学級活動
「もうすぐ夏
休み」
＜健＞

学級活動
「どんな食
べ方がいい
のかな」
＜選＞

生活
「もうすぐ
おしょうが
つ」＜社＞

生活
「みんな　か
ぜのこ」
＜重＞

生活
「もうすぐ　２
年生」
＜重＞

２
年

生活
「２年生に
なったよ」
＜社＞

生活
「ぐんぐん

そだて」
＜重・健・感＞

生活
「ぐんぐん

そだて」
＜重・健・感＞

学級活動
「楽しい
夏休み」
＜健＞

生活
「ぐんぐん

そだて」
＜重・健・感＞

生活
「町の　た

からを　つ

たえよう」

＜重・社＞

学級活動
「バランス

のよい食べ

方」

＜健・選＞

生活
「自分だけ
のアルバム
を作ろう」
＜感・社＞

生活
「自分だけ
のアルバム
を作ろう」
＜感・社＞

３
年

理科
「植物を
育てよ
う」
＜感＞

学級活動
「歯を大
切に」
＜健＞

社会
「人びとのし

ごととわたし

たちのくら

し」

＜社＞

学級活動

「わたしの

朝ごはん、

バランス大

丈夫？」

＜健＞

体育
「毎日の生

活と健康」

＜健＞

学級活動
「楽しい冬
休み」
＜健＞

４
年

理科
「季節と生き
物　芽生え
のころ」
＜感＞

学級活動
「朝ごはんを
食べよう」
＜重＞

社会
「ごみの処
理と利用」
＜社＞

社会
「きょう土に
つたわるね
がい」
＜文＞

体育
「育ちゆく体
と私」
＜健＞

理科
「季節と生き
物　葉が色
づくころ」
＜感＞

社会
「くらしと土
地の様子」
＜感・社＞

学級活動
「成長に必
要な栄養」
＜健＞

理科

「季節と生き

物　芽ばえに

そなえるこ

ろ」＜感＞

５
年

社会
「わたしたち
の生活と食
料生産」
＜社・感＞

社会
「わたしたち
の生活と食
料生産」
＜社・感＞

社会
「わたしたち
の生活と食
料生産」
＜社・感＞

家庭
「かんたんな
調理をして
みよう」
＜重＞

体育
「心の健康」
＜重・健＞

家庭
「作っておい
しく食べよ
う」
＜重・健・選＞

学級活動
「バランスの
よい食べ
方」
＜重・健・選＞

家庭
「家族とのふ
れあいを楽
しもう」
＜社・文＞

６
年

社会
「米作りの村
から古墳の
くにへ」
＜文＞

理科
「生きていく
ための体の
仕組み」
＜重・健＞

学級活動
「移動教室
に向けて」
＜重＞

家庭
「朝食に合う
おかずを作
ろう」
＜重・健・選＞

社会
「明治維新
をつくりあげ
た人々」
＜文＞

体育
「病気の予
防」
＜重・健・選＞

家庭
「楽しい食
事を工夫し
よう」
＜社・文＞

理科
「生き物どう
しのかかわ
り」
＜重＞

学級活動
「心と体の成
長を振り返
ろう」
＜健＞

理科
「生き物とか
んきょう」
＜重・感＞

１
年

社会
「稲作による
生活の変
化」
＜重・文＞

理科
「植物の生
活と種類」
＜感＞

技術・家庭
「私たちの
食生活」
＜重・健・選＞

社会

「日本の各地

はどのような姿

をしているのだ

ろう」

＜文＞

社会
「律令制のも
とでの人々
のくらし」＜
文＞

技術・家庭
「私たちの
食生活」
＜重・健・選＞

社会
「身近な地
域を調べよ
う」
＜文・感＞

技術・家庭

「私たちの食

品の選択と調

理」
＜重・健・選＞

社会
「都道府県
を調べよう」
＜文・感＞

社会
「人々の努
力と産業の
発達」
＜文＞

保健体育
「心身の発
達と心の健
康」
＜重・健＞

２
年

社会
「町の開化・
村の開化」
＜文＞

社会
「世界の
国々を調べ
よう」
＜重・文＞

理科
「動物の生
活と種類」
＜重・感＞

技術・家庭
「わたしたち
と家族、地
域」
＜健・社・感＞

社会
「長びく戦争
と苦しい生
活」
＜文＞

技術・家庭
「わたしたち
の消費と環
境」
＜社・選＞

社会

「さまざまな特

色を関連づけ

てみた日本」
＜重・文・感＞

社会
「高度経済
成長とよば
れる発展」
＜健・文＞

保健体育
「健康と環
境」
＜重・健＞

３
年

社会
「現代社会
の歩みと私
たちの生
活」＜文＞

保健体育
「健康な生
活と病気の
予防」
＜重・健＞

技術・家庭

「私たちのよ

り豊かな食生

活」
＜重・健・選＞

社会
「個人と社
会生活」
＜文＞

技術・家庭

「私たちのよ

り豊かな食生

活」
＜重・健・選・文＞

保健体育
「健康な生
活と病気の
予防」
＜重・健＞

社会
「世界平和
の実現を目
指して」
＜重・文＞

理科
「自然と人
間」
＜重・感＞

※　＜＞内は、食に関する指導の内容を示す。　　＜重＞食事の重要性　　＜健＞心身の健康　　＜選＞食品を選択する力　　＜感＞感謝の心　　＜社＞社会性　　＜文＞食文化

学年

小
学
校

中
学
校

基礎的な食習慣、食の
基本的な知識や食行
動を身に付ける

　・食事のリズムや食べ方

　・食事をするときの姿勢

　・箸やスプーンの使い方

　・食事の楽しさ

食を大切にする心、食
に関する自己管理能
力を身に付ける

　・食の大切さを実感

　・健全な食生活の実践力

　・世界の食料事情への理解

道徳の時間では、「食」を題材と

した読み物資料等を扱うことで食

育の充実を図ることができる。

特に、下記の価値項目は食育の

充実の視点から見て関連が深い

ものである。

1－(1)節度・節制、自立

2－(1)礼儀　　2－(4)尊敬・感謝

3－(1)自然愛・動植物愛護

3－(2)生命尊重

4－(2)家族愛　　4－(4)郷土愛

道徳の時間

1－(1)節度・節制、自立

2－(1)礼儀

2－(4)尊敬・感謝

3－(1)自然愛、動植物愛護

3－(2)生命尊重

4－(2)勤労

4－(3)家族愛

4－(5)郷土愛

4－(6)愛国心

道徳の時間

1－(1)思慮・節度・節制

2－(1)礼儀

2－(5)尊敬・感謝

3－(1)自然愛

3－(2)生命尊重

4－(2)公徳心・規則尊重・権利義

務　　4－(4)勤労・社会奉仕

4－(5)家族愛

4－(7)郷土愛・愛国心

4－(8)国際理解

道徳の時間

1－(1)基本的な生活習慣

2－(1)礼儀

2－(2)感謝・思いやり

3－(1)自然愛・畏敬の念

3－(2)生命尊重

4－(5)勤労・社会奉仕・公共の福

祉

4－(6)家族愛

4－(8)郷土愛　4－(9)愛国心

4－(10)国際理解・人類愛
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給
食
指
導
年
間
指
導
計
画

指
導
の
ね
ら
い

４
月

５
月

６
月

７
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

備
考

給
食
に
つ
い
て

知
ろ
う

＜
社
＞

食
事
の
マ
ナ
ー

を
身
に
付
け
よ

う ＜
社
＞

衛
生
に
気
を
付

け
て
食
事
を
し

よ
う
＜
健
＞

夏
の
食
生
活
と

健
康
に
つ
い
て

考
え
よ
う

＜
重
・
健
＞

食
事
と
運
動
に

つ
い
て
考
え
よ

う ＜
重
・
健
＞

和
や
か
に
食
べ
よ

う ＜
社
＞

感
謝
の
気
持
ち

で
食
事
を
し
よ
う

＜
感
・
重
・

　
文
・
社
＞

寒
さ
に
負
け
な

い
体
を
作
ろ
う

＜
重
・
健
・

　
選
＞

好
き
嫌
い
を
し

な
い
で
残
さ
ず

食
べ
よ
う

＜
重
・
健
・

　
選
＞

食
事
と
健
康
の

か
か
わ
り
を
知

ろ
う
＜
重
・
健
＞

食
生
活
に
つ
い

て
考
え
よ
う

＜
重
＞

１ 年 ２ 年 ３ 年 ４ 年 ５ 年 ６ 年 １ 年 ２ 年 ３ 年

※
　
＜
＞
内
は
、
食
に
関
す
る
指
導
の
内
容
を
示
す
。
　
　
＜
重
＞
食
事
の
重
要
性
　
　
＜
健
＞
心
身
の
健
康
　
　
＜
選
＞
食
品
を
選
択
す
る
力
　
　
＜
感
＞
感
謝
の
心
　
　
＜
社
＞
社
会
性
　
　
＜
文
＞
食
文
化

・
か
ぜ
を
予
防

　
す
る
た
め
の

　
食
事

・
食
事
の
マ

　
ナ
ー

・
給
食
の
目

　
的
と
役
割

・
よ
い
姿
勢

・
か
む
こ
と
の

　
必
要
性

・
健
康
的
な

　
食
習
慣

・
食
生
活
の

　
改
善

・
進
ん
で
偏

　
食
を
な
く
す

・
個
人
差
に

　
応
じ
た
盛
り

　
つ
け

・
学
校
給
食

　
の
歴
史

・
主
食
、
主

　
菜
、
副
菜

　
の
あ
る
食
事

・
日
本
型
の

　
食
生
活
の

　
見
直
し

・
当
番
と
し
て

　
の
責
任

・
健
康
を
考

　
え
、
よ
り
よ

　
い
食
事
が

　
で
き
た
か
を

　
振
り
返
る

・
準
備
、
後
片

　
付
け
の
仕

　
方
・
当
番
の
身

　
支
度

・
決
め
ら
れ
た

　
時
間
に
食

　
べ
る

・
グ
ル
ー
プ
作

　
り
の
工
夫

・
梅
雨
時
の

　
衛
生

・
手
洗
い
の

　
励
行

・
夏
ば
て
防

　
止
の
食
事

・
夏
の
健
康

　
管
理

・
水
分
補
給

・
生
活
リ
ズ
ム

・
栄
養
、
運

　
動
、
休
養
、

　
睡
眠

・
望
ま
し
い
食

　
習
慣

・
食
料
の
生

　
産
や
調
理

　
に
携
わ
る

　
人
々
へ
の

　
感
謝
の
心

・
夏
ば
て
の

　
回
復

・
食
生
活
の
リ

　
ズ
ム

・
栄
養
、
運

　
動
、
休
養

　
の
大
切
さ

・
会
食
の
態

　
度
や
習
慣

・
会
食
の
仕

　
方
の
工
夫

・
自
然
の
恵

　
み
や
食
べ

　
物
の
尊
さ
を

　
知
り
、
食
べ

　
物
を
作
る

　
人
々
に
感

　
謝
す
る

・
病
気
の
予

　
防
と
食
べ

　
物
・
冬
の
食
事
と

　
栄
養

・
冬
の
食
中

　
毒

・
身
支
度
の

　
確
認

・
自
主
的
な

　
準
備

・
協
力
し
て
の

　
片
付
け

・
食
事
の
マ

　
ナ
ー
の
実

　
行
・
会
話
の
工

　
夫

・
手
洗
い
の

　
必
要
性
と

　
習
慣

・
服
装
、
室
内

　
等
の
清
潔

・
暑
い
時
期

　
の
食
事

・
規
則
正
し
い

　
食
事

・
清
涼
飲
料

　
水
の
と
り
方

・
病
気
と
食
べ

　
物
・
冬
の
食
事

・
冬
の
食
中

　
毒

・
嫌
い
な
食

　
べ
物
も
体

　
に
は
必
要

・
学
校
給
食

　
の
歴
史

・
主
食
、
主

　
菜
、
副
菜

　
の
あ
る
食
事

・
日
本
型
の

　
食
生
活

・
給
食
当
番

　
の
仕
事
の

　
振
り
返
り

・
バ
ラ
ン
ス
よ

　
く
食
べ
た
か

・
好
き
嫌
い
を

　
し
な
い

・
嫌
い
な
も
の

　
も
一
口
食

　
べ
る

・
学
校
給
食

　
の
始
ま
り

・
何
で
も
食
べ

　
る
・
元
気
な
体
を

　
作
る
食
べ

　
物

・
給
食
当
番

　
の
仕
事
の

　
振
り
返
り

・
何
で
も
食
べ

　
ら
れ
る
よ
う

　
に
な
っ
た
か

・
安
全
な
準

　
備
・
協
力
し
て
の

　
片
付
け

・
よ
い
姿
勢

・
食
事
の
マ

　
ナ
ー

・
手
洗
い
の

　
必
要
性

・
清
潔
な
服

　
装

・
暑
い
時
期

　
の
食
事

・
規
則
正
し
く

　
食
事
を
す
る

・
水
分
の
補

　
給

・
夏
ば
て
の

　
回
復

・
栄
養
、
運

　
動
、
休
養

　
の
大
切
さ

・
楽
し
い
グ

　
ル
ー
プ
作
り

・
話
題
を
選

　
ぶ
・
楽
し
く
会
食

・
自
然
の
恵

　
み
や
人
々

　
の
苦
労
に

　
感
謝
す
る

・
食
べ
て
元

　
気
な
体
を

　
作
る

・
栄
養
、
運

　
動
、
休
養

　
の
大
切
さ

 ・
仲
良
く
食
べ
る

・
楽
し
い
話
題

・
「
い
た
だ
き

　
ま
す
」

　
「
ご
ち
そ
う

　
さ
ま
」
の
あ

　
い
さ
つ

・
元
気
に
運

　
動
し
、
お
い

　
し
く
食
べ
る

・
手
洗
い
、
う

　
が
い
の
励

　
行

・
身
支
度
の

　
仕
方

・
食
缶
の
運

　
び
方

・
配
膳
の
仕

　
方
、
片
付

　
け
方

・
あ
い
さ
つ

・
姿
勢

・
箸
の
持
ち

　
方
・
食
べ
な
が

　
ら
話
さ
な
い

・
手
洗
い
の

　
励
行

・
手
を
汚
さ
な

　
い
・
ハ
ン
カ
チ
を

　
身
に
付
け
る

・
冷
た
い
も
の

　
を
食
べ
す

　
ぎ
な
い

・
朝
、
昼
、
晩

　
き
ち
ん
と
食

　
べ
る

学
年

小 学 校 中 学 校

月
目
標

食
を
大
切
に
す
る

心
、
食
に
関
す
る

自
己
管
理
能
力

を
身
に
付
け
る

　
・
食
の
大
切
さ
を
実

　
　
感

　
・
健
全
な
食
生
活
の

　
　
 実
践
力

　
・
世
界
の
食
料
事
情

　
　
へ
の
理
解

基
礎
的
な
食
習
慣
、
食

の
基
本
的
な
知
識
や
食

行
動
を
身
に
付
け
る

　
・食
事
の
リ
ズ
ム
や
食
べ
方

　
・食
事
を
す
る
と
き
の
姿
勢

　
・箸
や
ス
プ
ー
ン
の
使
い
方

　
・食
事
の
楽
し
さ
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５ 保護者・地域との連携 

 学校における食育を効果的に進めるためには、食に関する情報を積極的に保護者や地域

へ発信し、理解と協力を得ることが必要である。各学校における特色ある取り組みが期待

されるが、具体的には次のような例が挙げられる。 

 

（１） 保護者との連携 

① 学校の食育についての定期的な現状報告 

② 食育に関する保護者の学習機会の設定 

③ 子どもによる食材調達から調理までの「弁当作りの日」の設定 

④ 家庭における廃食用油や食材廃棄物の再資源化の促進 

⑤ 「我が家の食育実践」発表会の開催 

⑥ 親子料理教室の実施                        等 

 

（２） 地域との連携 

① 食材生産や食品製造・流通における体験活動・見学・講演などの交流 

② 郷土料理や伝統的な行事と結び付いた食文化の実演・講習会の実施   等 

 

６ 個別指導計画 

 

 食育全体計画は、食育基本法に基づく学校教育全体を通しての食に関する指導の計画と

して位置付けられるものであるが、食にかかわる課題にはこの全体計画の中で対応しきれ

ない個人にかかわるものも少なからずある。「朝食の欠食」や「孤食」、「極端な肥満と痩身」

や「食物アレルギー」、「極端な好き嫌い」に加えて「宗教上の理由や疾病による禁食」な

どである。 
 これらについては、家庭に任せるだけでなく、学校の食育全体計画とは別に学校が個々

の実態を正確に把握した上で、個別指導計画を作成し、家庭との連携を密にした指導が欠

かせない。 
 個別指導計画作成に当たっては、学校医やかかりつけの医師の判断を仰ぐことや個人情

報の取り扱いに留意することも必要である。 
 

 

Ⅴ 学校給食の位置付け 

 

 食育が国民的な課題であることから、すべての子どもたちに栄養バランスの取れた豊か

な食事を提供する場を保障することは、成長期にある子どもの心身の健全な発達を促す上

できわめて大事なことである。このことが、「児童及び生徒の心身の健全な発達に資し、か

つ、国民の食生活の改善に寄与する。」ことを目的として学校給食法が制定され、学校に給

食が導入された理由である。 
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給食は毎日行うことから、手洗い、配膳の仕方、食器の並べ方、はしの使い方、食事の

マナーなど、給食指導の流れを通して繰り返し体験することができる。そうすることで、

望ましい食習慣や協力し合うなど、好ましい人間関係を身に付けさせることができる。    

学習指導要領では、給食の時間を特別活動に位置付けている。そこだけにとどまらず、

給食の時間を教材として活用することで、各教科・領域の中で食に関する知識・理解の獲

得、興味・関心の高まり、食事に関するマナーの習得や人間関係の醸成に結び付けること

ができる。 

例えば、給食の時間において、食材として出された八王子産の野菜はどこでどのように

栽培され、誰がどうやって学校まで運んで来るのか、旬となる季節はいつなのか、生産・

流通・消費の関係について学ぶことができる。また、その野菜を含めて今日の献立の栄養

価・栄養比率など、栄養を考え、計算をしたり、栽培にはどんな苦労があるのを知ったり、

自分たちの食べ残した残菜はどうなるのか、どうすべきか、人々の暮らしや生産者への感

謝の心に思いをふくらませたりすることができる。そして、現実に食している野菜をあら

ゆる教科・教育活動と結び付けて、体験的に学ぶこともできる。 

 学校から地域や家庭に対して、給食の実態についての情報提供、地域や学校農園の生産

物の食材採用、栄養調べによる日常の食事の検証と改善などを通して地域・保護者との連

携を深めるとともに、食についての意識を高め、健全な食生活の実践を図ることができる。 

 

 

Ⅵ おわりに 

 

         小学生から中学生の時期は、生涯にわたる健康づくりの基礎となる食生活習慣を確立す

る最も重要な時期である。 

 小学校では、これまでも給食という場でみんなで食べる楽しさやマナーを体得し、農業

体験などを通して食に対する関心を高めてきた。また、中学校では理科や家庭科などの教

科で知識や技術を深めてきたところであり、子どもたちに対して自立した食生活を築いて

いくよう継続した取組を行ってきた。 

 この切れ目のない９年間の食に関する指導は、これまでも述べてきたような新たな取組

を進めることになるが、これらを推進するに当たっては、保護者や地域の理解と協力が必

要である。そのためには、学校長を中心とした学校の組織づくりや食育リーダー等の育成

を図っていかなければならない。 

  


